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【開催日】 平成３０年１２月５日 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前１１時３０分～午後３時５２分 

【出席委員】 

分 科 会 長 河 野 朋 子 副 分 科 会 長 伊 場   勇 

委 員 笹 木 慶 之 委 員 髙 松 秀 樹 

委 員 長谷川 知 司 委 員 宮 本 政 志 

委 員 森 山 喜 久   

 

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

議 長 小 野   泰 副 議 長 矢 田 松 夫 

 

【執行部出席者】 

総務部長 芳 司 修 重 人事課長 辻 村 征 宏 

人事課課長補佐 光 井 誠 司 人事課人事係長 室 本   祐 

人事課給与係長 林   善 行 税務課長 石 田 恵 子 

税務課課長補佐 伊與木   登 税務課主査兼市民税係長 西 田 実穂加 

税務課収納係長 畑 中 徳 行 企画部長 清 水   保 

企画部次長兼財政課長 篠 原 正 裕 財政課主幹 梅 田 智 幸 

財政課調整係長 鈴 木 一 史 地域振興部長 川 地   諭 

シティセールス課長 吉 井 明 生 シティセールス課課長補佐  大 井 康 司 

シティセールス課主査兼地域政策係長 原 田 貴 順 文化振興課長 長 井 由美子 

文化振興課主幹 渡 邉 俊 浩 スポーツ振興課長 矢 野   徹 

スポーツ振興課主査 熊 野 貴 史 教育長 宮 内 茂 則 

教育部長 尾 山 邦 彦 教育総務課長 吉 岡 忠 司 

教育総務課課長補佐兼総務係長 矢 野 亜希子 教育総務課学校施設係長 若 松 宗 徳 

学校教育課長 三 輪 孝 行 学校教育課主幹 真 鍋 伸 明 

学校教育課主幹 麻 野 秀 明 学校教育課指導係長 升 谷 哲 也 
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社会教育課長 河 上 雄 治 社会教育課課長補佐兼青少年係長 池 田 哲 也 

社会教育課公民館係長 柿 並 健 吾 選挙管理委員会事務局長 白 石 俊 之 

選挙管理委員会事務局主査  松 本 啓 嗣   

 

【事務局出席者】 

事務局長 中 村    聡 議事係長 中 村 潤之介 

 

【付議事項】 

１ 議案第９１号 平成３０年度山陽小野田市一般会計補正予算（第６回）に

ついて 

２ 議案第９０号 平成３０年度山陽小野田市一般会計補正予算（第５回）に

ついて 

                   （総務文教分科会所管分） 

 

午前１１時３０分 開会 

 

河野朋子分科会長 ただいまから、一般会計予算決算常任委員会総務文教分科

会を開会いたします。審査内容はまず議案第９１号の一般会計補正予算

（第６回）について審査をしますのでお願いします。それでは執行部か

ら説明をお願いします。 

 

石田税務課長 平成３０年度山陽小野田市一般会計補正予算（第６回）につい

て、税務課から御説明します。補正予算書の１２、１３ページと、お手

元のＡ４横の資料、右上のタイトルが議案第９１号参考資料（税務課）

となっているものを御覧ください。１款市税、１項市民税、２目法人に

ついて、１億２，０００万円増額補正し、補正後の予算額を１０億

５,９３９万８，０００円とするものです。内訳は、１節現年課税分で法

人税割を１億２，０００万円の増額としています。法人税割の平成３０

年度の当初予算額については、市内主要法人の経理担当者からの聞き取

り調査や、主要法人が公表する昨年９月末時点の業績予想などから、前
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年度当初予算額と比べて８，１１１万６，０００円、約１２％の増収を

見込んで、７億５，７１５万５，０００円としていましたが、市内主要

法人の一部の企業で業績が好調であったことから、１億２,０００万円の

増額補正を行うものです。税務課からの説明は以上です。御審議のほど、

よろしくお願いします。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 それでは、歳入の一般財源について説明をします。

議案の１６ページ、１７ページをお開きください。１８款１項１目１節

の財政調整基金繰入金については、このたびの補正予算の財源調整とし

て、２億１，９０３万２，０００円を減額計上しています。次に、１９

款１項１目１節前年度繰越金については、９月議会において、平成２９

年度一般会計決算の認定を受けましたので、その歳計剰余金４億１，８６９

万１，０００円を処分するものであり、３億８，８６９万１，０００円

を増額計上しております。以上が、このたびの平成３０年度一般会計補

正予算（第６回）の歳入のうち、総務文教分科会に係る一般財源につい

ての説明です。御審査のほど、よろしくお願いします。 

 

河野朋子分科会長 歳入に係る説明が終わりましたので、ここで質疑を受けた

いと思います。質疑はありませんか。 

 

髙松秀樹委員 市内主要法人という言葉を使われたんですが、これは具体的に

はどういうことになるんでしょうか。 

 

石田税務課長 市内の主要法人ですが、これは資本金等を勘案しまして１５社

ほど税務課の中で出しまして、その動向を見て今回の補正に至りました。 

 

髙松秀樹委員 資本金などを勘案しましてということなんですけれど、資本金

幾ら以上というのがあるんですか。 

 

石田税務課長 法人の振り分けとしまして、１号法人から９号法人までありま
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す。それの６号法人以上の中からの数社抽出しています。 

 

河野朋子分科会長 まだ答弁が続きますか。 

 

西田税務課主査兼市民税係長 先ほどの資本金額ですけれども、１億円を超え

るものの中から選定をしています。 

 

髙松秀樹委員 すいません、分からないから質問させてもらいますけれども、

１号法人から９号法人、６号法人以上とか言われましたけれども、まず、

この１号法人とか２号法人というのはどういう区分けであるのかという

ことと、６号法人以上とは６、７、８、９なのか６、５、４、３、２、

１なのか。 

 

石田税務課長 この法人の区分けですけれども、資本金等の額と従業員の数等

から決まっております。資本金等の額が５０億円超えのもので、５０人

以上の従業員の方がいらっしゃる企業が９号法人になります。このよう

に資本金等の額と従業員の数等で９号から１号まで法人の区分けが設け

られておりまして、ちなみに１号法人というのが資本金等の額が１，０００

万円以下で従業員の数が５０人以下のものになっています。６号法人以

上の中から抽出している理由としては、法人税額も多く、変動の影響も

大きく受ける、ある程度大手の企業を抽出し、動向を見るためです。 

 

笹木慶之委員 聞き取り調査されたと聞いたんですが、どういう方法で調査を

しておられますか。 

 

石田税務課長 聞き取り調査というのは、今回の補正に伴う聞き取り調査とい

うことでしょうか。それとも当初予算を算出する際の聞き取り調査のこ

とでしょうか。 

 

笹木慶之委員 いずれにしても、税務課からの企業への聞き取りの手法です。 
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石田税務課長 ちなみに、予算立てするときの企業への聞き取りですが、文書

でお送りする形を取ったり、企業の経理担当者の方に直接電話をして状

況を確認したりしています。それと併せて決算短信等の状況も踏まえて

予算等を作成するようにしています。 

 

笹木慶之委員 参考に申し上げておきますけれど、企業さんのほうで文書によ

る聞き取りというのは大変失礼だという意見があることを御存じでしょ

うか。 

 

石田税務課長 このたび、私が税務課に参りまして、文書でお送りして回答し

ていただけるものと思っておりましたが、なかなか文書回答が難しいと

いう反応を直に、来年度の予算立てをする中で報告等は受けております。

なかなか、企業側からすると、文書で送って文書で返すことの重大さや

難しさというか、そういうものもありますので、相手の企業の方の御負

担にならない範囲で動向等を踏まえるようにしたいと思っているところ

です。 

 

笹木慶之委員 決算短信のことはこれいいんですけれど、企業さんへの対応に

ついてはしっかりよく考えて対応されないと。私事になりますが随分前

ですけれど担当課のほうでされてお断りに歩いたことがあります。それ

は、経営者によっては何でそんなことをせんにゃいけんのかという、そ

れだったら足を運んで会社全体の事を聞いてくださいよと。ただ何でそ

こだけつまんで取るんですかと非常に神経質に思っておられる方がおら

れますから、やはり企業活動は大事ですから、そこのところは配慮した

対応されたほうがいいということを申し上げておきたいと思います。 

 

河野朋子分科会長 ほかに質疑はよろしいですか。歳入について。（「なし」と

呼ぶ者あり）それでは、歳入についての質疑を終わり、歳出に係る説明

をお願いします。 
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辻村人事課長 私からは、人件費全般について説明させていただきます。議案

第９１号平成３０年度山陽小野田市一般会計補正予算（第６回）のうち、

人件費全般について御説明させていただきます。一般会計補正予算（人

件費関係）説明資料３ページ目、総計のところです。このたびの人件費

の補正は、人事異動に伴う調整と決算を見込んでの給与等の調整を反映

したものです。一般会計全体では１，１４３万５，０００円を減額し、

補正後の額を３９億６，１８６万５，０００円とするものです。費目ご

との補正額の内訳は、２節給料については、５，７１９万１，０００円

を減額するもので、主な要因は、育児休業等に係る給料の減額等による

ものです。３節職員手当等については、７，３６９万９，０００円を増

額するもので、主な要因としては、今年度の早期退職者分の退職手当の

増と時間外勤務手当の増によるものです。次に、４節共済費については、

１，７９５万７，０００円を減額するもので、要因としては、育児休業

等による事業主負担額の減額等によるものです。次に７節賃金について

は、臨時職員の勤務実績から９９３万３，０００円を減額するものです。

最後に１９節職員福祉費については、５万３，０００円を減額するもの

で、人事異動に伴う調整です。説明は以上です。 

 

河野朋子分科会長 はい、人件費に係る説明を受けましたので、ここの部分に

ついて質疑を受けます。質疑はありますか。 

 

森山喜久委員 臨時さんの賃金が下がっている部分ですけれど、実際、今職員、

正規職員にしても臨時職員にしてもちょっと人数が足りていないという

話を聞きはするんですけれど、このたびちょっとこのような形で減額さ

れても、人員的な部分とか配置には問題がないのかどうか。（「済みませ

ん、もう一度」と呼ぶ者あり）今回、職場によっては臨時の要望とかあ

ったと思うんですけれど、今回は減額される部分がありますが、そうい

った要望には十分応えられるかどうかを確認させてください。 

 



7 

 

辻村人事課長 足らないところについては、一応補充はするという前提も含め

まして、予算を確保した上での予算措置です。 

 

笹木慶之委員 職員手当が全体的に増えていますよね。これを見てみると、そ

のうちの退職手当が主な原因だと思うんですが、これは当初予測したよ

りも急なというか突然の退職が出たんでしょうか。 

 

辻村人事課長 退職手当につきましては、定年退職以外、今年度早期退職者が

４名、普通退職が１名おりますので、これらの要因で約８，５００万円

退職手当は増となっております。 

 

笹木慶之委員 余計なことを聞くようですが、あんまり定数管理のほうに入っ

ちゃいけんと思いますけれども、早期が４人ともう一人で５人ですね。

定年退職以外に５人ということで、これは定数管理上、採用との関係は

十分配慮されていますかね。 

 

辻村人事課長 早期退職については早めに意思を確認しておりますので、採用

の部分において不足分については追加というかその分だけ採用を増やし

ております。普通退職についてはちょっと今の時点では補充ができてい

ません。 

 

河野朋子分科会長 ほかに人件費に係るところで、質疑はよろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）それでは歳入に係るところの質疑、それから今の人

件費に係るところの質疑について、審査番号１番について終わりたいと

思います。お疲れ様です。 

 

午前１１時４６分 休憩 

 

午前１１時５０分 再開 
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河野朋子分科会長 それでは、引き続き分科会を継続します。審査番号の２番

について審査をします。それでは執行部の説明をお願いします。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 議案の２０ページ、２１ページをお開きください。

２款１項８目財産管理費の２５節積立金において、財政調整基金積立金

を２億６，９２３万３，０００円、退職手当基金積立金を７，０００万

円、ふるさと支援基金積立金を７，１０４万２，０００円、それぞれ増

額計上しています。財政調整基金積立金の２億６，９２３万３，０００

円のうち、２億１，０００万円については、平成２９年度一般会計決算

におけます歳計剰余金の処分としまして積立てを行うものです。残りの

５，９２３万３，０００円は、２款７項１目大学費の校舎建設に係る工

事請負費等の減額計上、議案の３０ページ、３１ページに補正予算とし

て計上していますが、この工事請負費の減額計上に関連して減額となり

ます一般財源を積み立てるものです。これは、平成２９年度以前に、薬

学部校舎建設事業費の一般財源分として、財政調整基金から繰り入れた

ものを、積み戻すものです。このたびの補正によりまして、財政調整基

金の予算上の残高は、３６億７０５万７，０００円となります。次に、

退職手当基金積立金については、７，０００万円を計上しています。こ

れは、将来の退職手当の原資とするために積み立てるものであり、補正

後の残高は、７億３，７５７万７，０００円となります。ふるさと支援

基金積立金については、７，１０４万２，０００円を増額計上していま

す。特定財源としまして、歳入になります。１４ページ、１５ページの

下段の１７款１項４目１節総務費寄附金７，２３９万２，０００円のう

ち、７，１０４万２，０００円を積み立てるものです。財政課からは以

上です。 

 

吉井シティセールス課長 予算書の２０ページをお開きください。シティセー

ルス課から、２款１項１０目地域振興費、１０８万２，０００円の補正

について説明します。補正前の額５，８４９万５，０００円に対し、補

正後の額は５，９５７万７，０００円となります。補正の財源内訳とし
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ましては、諸収入、これはピンバッジ売払金としておりますけれども２

万円、残る１０６万２，０００円は一般財源となります。まず、予算書

の２１ページを御覧ください。１１節需用費１０８万２，０００円の補

正の内訳は、スマイルプランナー登録制度の運用開始に備え、登録者に

配付する登録証の製作費として消耗品費８６万６，０００円のうち４５

万４，０００円を、スマイルシティのＰＲ用ピンバッジの製作費として

４１万２，０００円を、また制度の詳細等を記載した登録の手引の製作

費として印刷製本費２１万６，０００円を計上しています。このスマイ

ルプランナーですが、５月に策定しました「シティセールス推進指針」

に基づくもので、シティセールスの取組によって“本市のファン”とな

られた方々に登録していただき、市とスマイルプランナー、あるいはス

マイルプランナー同士が相互に連携しながら、シティセールスを初め、

まちづくりの様々な分野での取組を円滑に展開していただくためのもの

です。詳細はお手元にお配りした資料を御覧ください。また、スマイル

シティのＰＲ用ピンバッジですが、９月に公表しましたＰＲロゴマーク

が高評価を頂いておりまして、市としましても職員の名刺やのぼり旗、

バックボード、缶バッジなどを活用して普及啓発に取り組んでいるとこ

ろでありますが、これを更に進めるためのツールとしてピンバッジを製

作し、一個２００円で有償頒布いたします。なお、先ほど御説明しまし

たスマイルプランナーに登録された方には、無料でお配りすることとし

ています。次に、１７ページを御覧ください。２節総務費雑入２万円は

全て物品売払金であり、ピンバッジ売払金を計上しています。ピンバッ

ジのデザインについては、お手元の資料のとおりであり、ほぼ原寸大の

ものです。発注から納品まで５、６週間掛かり、有償頒布を開始しても

年度末まで約１か月ちょっとということもありますので、当面１００個

の頒布を見込んでいるところです。以上、よろしくお願いします。 

 

矢野スポーツ振興課長 それでは、予算書の２０ページ、２１ページをお開き

ください。２７目スポーツ施設費、補正前の額５，３０３万８，０００

円を４０万円ほど補正しまして、補正後の額５，３４３万８，０００円



10 

 

とするものです。続いて、２２、２３ページにあります補正については、

１８節備品購入費で４０万円を計上しています。こちらは、２０ページ、

２１ページにあります寄附金３５万円の御寄附を頂いたところから、そ

れに充てて備品を購入するものです。寄附の目的としましては、青少年

の健全育成会、主にスポーツ振興へということで御寄附を頂いたもので

あり、購入としましてはミスト発生器を予定しています。歳入について

は、１５ページをお開きください。１７款の総務費寄附金の７，２３９

万２，０００円の中に含まれているものになります。説明については以

上です。御審査のほど、よろしくお願いします。 

 

石田税務課長 補正予算書の２２、２３ページをお開きください。２款総務費、 

２項徴税費、２目賦課徴収費、１３節委託料について、１，０５４万円

減額補正し、補正後の予算額を１,６３７万８，０００円とするものです。

内訳としては、固定資産総合鑑定評価業務委託料を６０２万６，０００

円、システム開発委託料を４５１万４，０００円減額しています。まず、

固定資産総合鑑定評価業務委託料ですが、当該業務は３年ごとの土地の

評価替えに準じ、入札にて業者決定を行っています。３か年の長期継続

契約をしていますが、次回平成３３年度の評価替えに向けて、平成３０

年度から平成３３年度の契約を締結したところ、入札減により不用額が

生じたため、６０２万６，０００円減額するものです。次にシステム開

発委託料ですが、これは、平成３１年１０月からの稼働を予定していま

す地方税共通納税システムの導入準備に伴う委託料で、平成３０年度中

にシステム導入に向けての準備を全て行うような計画でしたが、国から

示される構築スケジュールの変更により、平成３０年度、平成３１年度

の２か年での整備となり、平成３０年度の予算に不用額が生じたため、

４５１万４，０００円減額するものです。税務課からの説明は以上です。 

 

白石選挙管理委員会事務局長 ４項選挙費について御説明します。２４ページ、

２５ページをお開きください。１目選挙管理委員会費の補正は、４月１

日の人事異動に伴う職員の給与費等の調整ですので、説明は省略します。
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２６ページ、２７ページ、３目県議会議員選挙費を、補正前９８４万

４，０００円を３６７万６，０００円増額し、補正後１，３５２万円と

するものです。このたびの補正は、山口県議会議員一般選挙について、

当初予算では、告示日を平成３１年４月５日、投・開票日を４月１４日

の日曜日で想定し、執行経費を平成３０年度、３１年度に振り分けてい

ましたが、現在開会中の第１９７回国会において審議中の「地方公共団

体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関

する法律案」で、統一地方選挙の執行日を都道府県及び指定都市の議会

の議員及び長については、４月７日の第１日曜日とされており、当初、

３１年度に予定していました告示日に行う立候補者の受付や期日前投票

が平成３０年度から始まることなど、選挙事務執行のスケジュールが前

倒しとなり、期日前投票に要する経費や委託料等について予算不足が生

じるため、所要の増額を行うものです。内訳について御説明します。１

節報酬９万２，０００円は、選挙長、期日前投票の投票立会人、不在者

投票外部立会人の委員報酬です。３節職員手当等の７３万１，０００円

は、選挙の準備及び期日前投票事務の時間外勤務手当及び管理職特別勤

務手当の増額分です。１１節需用費の燃料費１万円は、街宣車両のガソ

リン代、印刷製本費１４万円は、市広報の選挙啓発に関する部分の印刷

費です。１２節役務費の通信運搬費１６７万２，０００円は投票所入場

券の郵送料です。１３節委託料の人材派遣委託料６９万２，０００円は、

選挙事務の補助及び期日前投票事務に要する増額分です。１４節使用料

及び賃借料の物品借上料３３万９，０００円は、ポスター掲示場賃借料

の繰上げ分と個人演説会場使用料です。これに要する財源ですが、県の

選挙に要する経費であり、当初全額、県支出金を充てていましたが、県

より平成３０年度分の県議会議員選挙事務費は、執行経費の概算額の３０

％を交付するとの内示がありましたので、３４９万９，０００円を減額、

不足する財源分７１７万５，０００円を一般財源で充てることとしてい

ます。最終的には平成３１年度の県支出金で調整されます。４目漁業調

整委員選挙費を、補正前１２３万円を１１９万３，０００円減額し、補

正後３万７，０００円とするものです。このたびの補正は、山口県瀬戸
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内海海区漁業調整委員会委員に欠員が生じたため、補欠選挙を平成３０

年７月１７日告示、７月２６日投票日で行うこととなり、必要経費を６

月議会で補正予算を計上しましたが、候補者の数が選挙すべき定数であ

る一人と同じであったため無投票当選となり、当初予定の執行経費に不

用額が生じましたので減額するものです。執行しました３万７，０００

円の内訳は、７節賃金の臨時雇賃金２万円。これは告示日の選挙事務説

明会分、１１節需用費の消耗品費は、１，０５８円。これは入場券用の

はがきの用紙代です。１２節役務費１万４，４５０円は、入場券の郵送

料で、これに要する財源は、全額、県支出金で、１１９万３，０００円

の減額となります。次に、歳入について御説明します。１４ページ、

１５款県支出金、３項委託金、１目総務費委託金、３節選挙費県委託金、

４６９万２，０００円の減額は、歳出の特定財源で説明しましたとおり、

県議会議員選挙事務費を３４９万９，０００円減額、漁業調整委員選挙

事務費１１９万３，０００円の減額となっています。以上で説明を終わ

ります。御審議のほどよろしくお願いします。 

 

河野朋子分科会長 それでは(2)の債務負担行為について、説明をお願いします。 

 

長井文化振興課長 ７ページにありますとおり、きららガラス未来館指定管理

者委託料、平成３１年度から平成３５年度分としまして、１億６，４４８

万１，０００円を挙げています。内訳は、平成３１年度分が３，２６５

万６，４００円です。毎年、４月、７月、１０月、１月に指定管理料を

支払いますので、４月分と７月分は消費税等を８％、１０月以降の支払

については１０％で計算しています。平成３２年度から平成３５年度ま

では、各年３，２９５万６，０００円となっていますので、５年間の合

計で１億６，４４８万１，０００円を計上しています。 

 

矢野スポーツ振興課長 体育施設指定管理者委託料は、平成３１年度から平成

３５年度までの５年間で、限度額は２億２，７５４万５，０００円です。

平成３１年４月から９月までは税率８％、平成３１年１０月から平成
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３６年３月までは税率１０％ということで、単年度としましては４，５１７

万７，２３０円、平成３２年度から平成３５年度については、税率１０％

で計上しています。 

 

河野朋子分科会長 以上で説明が全て終わりましたので、審査番号２に係る質

疑を受けたいと思います。 

 

笹木慶之委員 歳入についてです。総務費の寄附金７，２３９万２，０００円

となっていますが、おおよその内訳を教えていただけますか。 

 

芳司総務部長 予算書の１５ページ、総務費寄附金７，２３９万２，０００円

ですが、このうち特に大きい部分として７，１０４万２，０００円につ

いては、既に亡くなられた方からの遺贈になります。この方については、

これまでも複数回にわたりまして御寄附を頂いていたわけですけれど、

今回の御逝去に伴いましてその遺産の処理に当たって、弁護士を通じて

本市へ遺贈するとの申出がありましたので、これを受けたという内容の

ものです。そのほか３５万円が青少年育成、特にスポーツ関係でという

ことです。それとあと１００万円につきましては、理科大の薬学部開設

に伴い、その発展に生かしてほしいということで御寄附を頂いたもので、

合わせて３件ということで御理解いただきたいと思います。 

 

髙松秀樹委員 ミスト発生器を購入したいということですが、ミスト発生器を

どこに設置するのかということと、なぜミスト発生器を購入したいとい

う話になったのか教えてもらえますか。 

 

矢野スポーツ振興課長 ミスト発生器の選定の理由としましては、昨今の熱中

症対策の一環として何かできることはないだろうかということで、特に

屋外スポーツ施設がたくさんありますので、とはいえその全てを網羅す

ることは１台では到底無理なんですが、スポーツをする場所に設置をし

て熱中症を少しでも緩和したいという考えがあります。そしてミスト発
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生器なんですが、設置型ではなくて可動式、移動式のミスト発生器を考

えておりまして、スポーツ振興課で管理しますが、各運動広場等々の施

設での設置、使用が可能な状態とすることができます。 

 

髙松秀樹委員 １台でこの価格ですか。 

 

矢野スポーツ振興課長 １台での価格になります。 

 

伊場勇副分科会長 ミスト発生器の使用についてですけれども、スポーツだけ

ですか。各イベントとか、真夏にやられることもあると思うんですけれ

ども。 

 

矢野スポーツ振興課長 一応、スポーツ振興課の所管ですが、スポーツ行事等

がなければ、一般のイベント等でも各課で希望があれば使用していただ

いても構わないなと思っています。 

 

笹木慶之委員 ２１ページですが、積立金の中で、さっきふるさと支援基金積

立金の予算ベースでの残高の数値を言われなかったんですが、幾らにな

っていますか。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 申し訳ありません、抜けておりました。ふるさと

支援基金の補正後の残高としましては、１億３，２４４万５，０００円

となります。 

 

笹木慶之委員 これは基金条例を見れば分かるんですが、手元にないんで教え

ていただきたいと思いますが、これの充て方というかおおよそどんなと

ころというところは、今すぐお答えできますか。取崩しの場合。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 ふるさと支援基金に積み立てる原資となるものと

しましては、ふるさと納税で頂いているもの等々があります。この寄附
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された方の御意向といいますか、その寄附の意向に沿った形でまた予算

のときに財源として取り崩して充当していくこととしております。 

 

笹木慶之委員 現残高１億３，２４４万５，０００円ということなんですが、

いわゆる納税者にすれば、やはりある程度、もちろんそれを基金として

積み立てるということも大事なんですが、やはり成果を早く求めたいと

いう方もおられると思うんです。その辺のところの判断というか、もち

ろん予算計上しながらということでしょうが、それは相手方の意思は伝

わっているんでしょうか。寄附者のほうからこういうことに使ってほし

いという項目が出ますよね。ただ、早く使ってほしいということを言わ

れる方がおられるんですよ、目に見えんじゃないかということをね。だ

から、その辺がどう評価されているのかなというのがちょっと気になっ

たんで、お尋ねするんですが。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 これは予算編成の段階の財源の充当になりますが、

基本的には前年度に御寄附を頂いたものについて、翌年度に取り崩して

また充当としていくというサイクルでやっております。全てが全てでは

ありませんけれど、可能な範囲でなるべく早めに活用していくこととし

ています。 

 

笹木慶之委員 最後にもう一点。平成３０年度におけるふるさと納税の額は分

かりますか。まだ分からんですか。まだ分からんかな。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 今、手持ちがないんですけれど。 

 

笹木慶之委員 かなり増えていますかね。 

 

川地地域振興部長 ふるさと納税を集める部署は地域振興部でございます。

１１月末現在でいきますと、対前年度が３，８００万円だったんで、そ

れを多少は上回るぐらいです。最初のほうはかなり減額だったんですけ
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れど、この１０月、１１月で対前年度より若干増えています。総額で今

のところで去年を上回るぐらいの状況となります。 

 

笹木慶之委員 一般質問でも続きをやるんですけれど、先ほど税収の増加の件

がありましたが、これは皆さん御存じのとおり、７５％は交付税の関係

があってメリットはないですよね。１億円あったら２，５００万円しか

ない。ところが、ふるさと納税は交付税との関係がないから、丸々ある

わけ。ところが、返礼品の部分を引いた後の残りは全部残ってきますか

ら、これに力を入れられんにゃいけんのじゃないかなと思うことと、即

効力のある財源として使うということを寄附者は考えておられるという

ことがありますので、今日はそこのところは置いておきますが、また続

きはやります。 

 

河野朋子分科会長 続きはまだ別のステージでやってもらうとして、この部分

に関しての質疑があれば。大分、超過して申し訳ないですけれど、よろ

しいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)では、審査番号２番は終了したと

いうことで、分科会を休憩したいと思います。午後は委員会の再開が１

時となりますので、委員の皆さん御協力をよろしくお願いします。 

 

午後０時１７分 休憩 

 

午後２時２０分 再開 

 

河野朋子分科会長 それではただいまから一般会計予算決算常任委員会の総務

文教分科会を再開いたします。午前中の引き続きですが、審査番号３番

から審査をしますのでよろしくお願いします。それでは、歳出に係る説

明について、順次、執行部の説明をお願いします。 

 

吉岡教育総務課長 それでは、補正予算書の６８、６９ページをお開きくださ

い。教育総務課分について御説明させていただきます。このたびの補正
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については、教育委員会の事業活動に伴って排出された産業廃棄物を適

正に処理するため、廃棄物の処分に要する業務の委託料を計上していま

す。今年度、環境衛生センターから、教育委員会の各施設から排出され

る事業系一般廃棄物―紙ごみ、木くず等―以外のごみを持ち込むこ

とがないようにとの指導を受け、現在、廃棄物が倉庫や空き教室などに

ため込まれた状況となっています。特に、各小中学校における廃棄物は

相当な量となっており、置き場所の確保に大変苦慮している状況です。

これまで、教育委員会で具体的に各施設にどのような廃棄物があるのか

を調査をしておらず、処分等に掛かる予算の計上はしていませんでした。

今年度、各学校より相談が相次ぎ、早急に対応することが必要と考え、

補正予算として計上させていただくものです。なお、来年度の処分費等

に関しましては、当初予算に計上させていただく予定としています。予

算書の１０款２項１目１３節の委託料１５７万円が、小学校の処分委託

料です。３項１目１３節の委託料７３万９，０００円が、中学校の処分

委託料です。合計で２３０万９，０００円となります。説明は以上です。 

 

三輪学校教育課長 ６８、６９ページをお開きください。上段の１０款２項２

目１１節消耗品費６万円と１０款３項２目１１節消耗品費４万円の合わ

せて１０万円の増額は、華道家元池坊小野田支部からの寄附１０万円の

趣意に基づき、児童生徒が花に親しむための花器などの購入費用に充て

るものです。寄附金の配分は、華道の御指導をいただいた有帆小学校、

小野田小学校、津布田小学校、高千帆中学校、小野田中学校の３小２中

にそれぞれ２万円ずつとしています。次に、１０款２項２目１８節図書

購入費２万円の増額は、市民からの寄附２万円の趣意に基づき、小学校

に図書を整備するものです。寄附金の配分は、高千帆小学校、津布田小

学校にそれぞれ１万円ずつとしています。特定財源について御説明しま

すので、１４、１５ページをお開きください。寄附金合計１２万円のう

ち、今年度に頂いたのは１１万円で、下段の１７款１項２目１節教育費

寄附金に計上しております。残る１万円については、今年の２月上旬に

頂いていまして、平成２９年度の会計年度に寄附金として歳入処理して
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おり、今回の補正では一般財源になっています。以上です。 

 

河上社会教育課長 ７２ページ、７３ページをお開きください。１０款５項５

目きらら交流館費１１節需用費について御説明申し上げます。山陽小野

田市宿泊研修施設きらら交流館の浴室用のボイラーは２機設置していま

すけれども、使用開始から１７年経過していまして、耐用年数の１３年

を超えている状況です。そのため、２号機が昨年１１月にバーナーに点

火しない状況となり、オーバーホールを行ったところです。１号機にお

いてもボイラーの老朽化に伴い、循環ポンプ交換等の小規模な故障が発

生し、供給する湯の温度も低めになっていることから、メンテナンス会

社からも早急なオーバーホールが必要と言われています。このため、今

回の補正については、利用者に安全で安定的な浴室サービスを提供する

ため、１号機のオーバーホールの費用として、修繕料を４５６万円増額

するものです。教育費については以上です。御審査のほど、よろしくお

願いします。 

 

河野朋子分科会長 歳出に係るところは全部終わりました。債務負担行為に係

る説明をお願いします。 

 

河上社会教育課長 ７ページをお開きください。債務負担行為補正、きらら交

流館指定管理者委託料について御説明申し上げます。山陽小野田市宿泊

研修施設きらら交流館の指定管理については、指定管理期間が平成３１

年３月末をもって満了となるため、次の管理者について管理者を募集し

たところ、現在の管理者である富士商株式会社１者のみの応募があり、

指定管理者選定委員会において審査した結果、引き続き同社が候補者と

して決定し、平成３１年４月１日から平成３２年度末までの２か年の指

定管理委託料６，５９２万９，０００円としています。指定管理料の内

訳については、平成３１年度税込みで３，２８１万３，８９０円、平成

３２年度は税込みで３，３１１万４，９３６円としています。以上です。

御審議のほど、よろしくお願いします。 
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河野朋子分科会長 これで、歳出に係る説明が全て終わりましたので、今説明

を受けたところについて、委員から質疑を受けます。 

 

髙松秀樹委員 先ほども質疑をしたんですが、６９ページの廃棄物処分業務委

託料、小学校と中学校それぞれ出ていますが、これはいつから委託をす

る予定でしょうか。 

 

吉岡教育総務課長 この補正予算分については、最終日の成立を待って契約を

したいと考えております。 

 

髙松秀樹委員 御存じのように、１０月１日付けで環境衛生センターは事業系

一般廃棄物を一切引き取らないという文書を出しています、市内事業者

宛てに。何で学校はこうやっていまだに環境衛生センターが。今取りに

来ていますよね。そうしたら、今も、それとも置いているんですか。置

きっ放し。それともまだ取りに来ていますか。なんでそこが統一できな

いのかなと思って。今まで産業廃棄物を環境衛生センターが取りに来よ

ったんですか。 

 

河野朋子分科会長 もうちょっと、この辺の詳しい説明が分からなかったので

その辺りも。 

 

吉岡教育総務課長 このたびの補正については、いわゆる産業廃棄物の処分と

いうことですが、これまでは学校の職員がセンターに持ち込んで引き取

っていただいていたということです。 

 

髙松秀樹委員 産業廃棄物は、環境衛生センターは引き取らないんです。つま

りこれは産業廃棄物ではないんじゃないんですか。 

 

尾山教育部長 これは環境課から聞いたことですが、廃棄物の処理及び清掃に
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関する法律第１１条第２項に、こう書いてあります。「市町村は、単独に

又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物

その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理を

その事務として行なうことができる」という一文がありまして、この一

般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物、これを通称あわ

せ廃棄物というそうなんですが、そういう視点で引き取っておったとい

うようなことです。 

 

髙松秀樹委員 具体的に、ここにある廃棄物とはいったいどういうものですか。 

 

吉岡教育総務課長 具体的には児童・生徒用の机、椅子、蛍光灯、テントの足、

一輪車、傘等、学校において使用できなくなったものです。 

 

髙松秀樹委員 僕らは事業所と一般家庭と分けるんですが、学校というのは、

行政の場合どういう扱いになるんですか。 

 

尾山教育部長 これは廃棄物の処理及び清掃に関する法律の解釈によりますか

ら、教育委員会で厳密な解釈がどうかと、御質問については専門知識が

ないもんですからお答えしかねます。ただ、その辺の認識が、曖昧だっ

たということだと受け止めています。市が、どうあるべきかというとこ

ろで認識が不足しておったということだと思います。 

 

髙松秀樹委員 紙ごみは、これはどういうふうに。今までどおり処理をすると

いう、環境衛生センターが取りに来るという説明で良かったんですか。 

 

吉岡教育総務課長 紙ごみ、いわゆる事業系一般廃棄物については、これまで

どおり環境衛生センターで収集ということです。 

 

髙松秀樹委員 事業系一般廃棄物というのは、環境衛生センターが収集しない

と僕は認識しているんですけれど、それはどうなのか。ちょっと違うん
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ですか、僕の認識が。 

 

吉岡教育総務課長 説明不足で申し訳ありません。これは環境衛生センター、

今おっしゃるとおり基本的にはセンターに持ち込むのが原則と聞いてお

ります。ただ、この学校の関係については、センターの職員いわゆる市

の職員が回収してセンターに持ち込むということで、同じ扱いというこ

とで理解をしております。 

 

髙松秀樹委員 ということは、考え方は市の関係の分は環境衛生センターが処

理できるというふうに思っていいんですね、今の説明だったら。行政関

係の一般廃棄物については環境衛生センターが処理しますということで

よろしいですね。 

 

尾山教育部長 処理というよりは、回収・運搬のことではありませんでしょう

か。多分そのことをおっしゃっているのかと、回収・運搬。市の公共施

設にパッカー車で回収に行って、環境衛生センターまで運搬する。処理

というのは、燃やしたり埋めたりすることを処理と言いますので。回収・

運搬のことを。一般廃棄物の処理は、環境衛生センター一般廃棄物処分

場ですのでできます。あとは、問題は回収・運搬です。事業所のごみっ

ていうのは、基本的に事業所が責任を持って直接持ち込むか、あるいは

回収運搬業者にお願いして運んでもらう、環境衛生センターまで。そう

いう仕組みのどちらかですが、市の公共施設については、例えば私ども

が本庁のごみを自から環境衛生センターに運ぶ、これは市の職員として

運びますので、環境衛生センターの職員も市の職員であるから、どちら

がやっても市の職員であることに変わりがないので、環境衛生センター

の職員で引き続きやっていただくというふうに解釈しております。 

 

長谷川知司委員 今の産業廃棄物処分委託料ですが、これはどのような業者に

委託して、最終的にはどこへ処分される予定かをお聞きします。 
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吉岡教育総務課長 市内業者に処分を依頼する予定にしています。その中で引

き取っていただいて、例えば再利用ができるようなものについては、再

利用をしていただくという考えでいます。 

 

長谷川知司委員 市内の業者って、どのような種類の業者に委託される予定で

すか。 

 

尾山教育部長 今考えておりますのは、共英製鋼株式会社山口事業所で、東沖

にあるメスキュードですね、注射器とかを焼いていますけれども、そこ

にお願いをするということでして、環境課に御心配をいただいていると

ころですが、その会社を選ばれた理由が、一般的な廃棄物処理許可業者

よりも処理費が安いということ。それから産業廃棄物に相当するものは

ほとんどそこで処理できる。それから産業廃棄物の処理とは言いながら、

リサイクルを目的とした会社であるから、その上でふさわしいのではな

いかということで選ばれています。 

 

髙松秀樹委員 先ほど何か机とかって言いよったじゃないですか。行政の分は

環境衛生センターが回収して処分するんであれば、机とかって環境衛生

センターが回収するというのは駄目なんですか。 

 

尾山教育部長 事業所系一般廃棄物というのが、紙くず、木くず、繊維くず、

動植物性残さ―食べ物のかす―ですね、それから動物の排せつ物、

動物の死体ということで限定列挙されていまして、それが全て産業廃棄

物と法律では位置付けられているので、机については産業廃棄物となる

と聞いています。 

 

笹木慶之委員 ６９ページで、先ほど説明がありましたが、華道の家元さんか

ら寄附があって、小学校３校と中学校２校ということで、これは指定さ

れたんですか。 
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麻野学校教育課主幹 この５校については、先ほど説明がありましたように池

坊小野田支部の方が指導に行かれている学校なんですけれども、その指

導に行っている学校にということで頂いていますので、その５校が対象。

ちなみに小学校については、特別活動の中のクラブの中で指導していた

だいておられるそうです。中学校については、１校は部活動―華道ク

ラブ―というのがあるそうです。もう一つについては、希望する生徒

が参加して土曜日に行う土曜教室というのがあるそうです。そこで池坊

小野田支部の方が指導していただいていますので、そちらの学校に配分

するということです。 

 

笹木慶之委員 一般的に考えた時に、寄附者が学校指定というのは無理でしょ

う。普通は。例えば、私が寄附するのに厚狭小学校に寄附してください

じゃなしに、通常、学校運営に寄附することになるんですよね。だけど

今の話を聞いてみると、指導に行っておられるところに花器がないから、

早く言えば用意してくれという意味合いの寄附ですか。今二つ尋ねたん

ですが、まず一つは、寄附者が特定の学校を指定して寄附ができるんで

すかということ。無理と思うんですけれどね。だから、そうじゃなしに

今さっき言ったように、一つの事業をやっている中で物品が不足してい

るからそこにそれを充てたと。たまたま財源でそれを充てたということ

じゃないんですか。 

 

麻野学校教育課主幹 おっしゃられるとおり、物品がないからこちらに配分す

るというわけではありません。 

 

笹木慶之委員 そうすると、寄附者が学校指定しちゃったわけ。 

 

麻野学校教育課主幹 当初寄附を申し出られたときに、配分先を教育委員会と

寄附者のほうで協議して、１０万円ということでどうしましょうかとい

う協議をして、指導している、訪問しているところに配分してください

ということになったと聞いております。 
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笹木慶之委員 もう一つは図書購入費の中で、２万円が高千帆と津布田となっ

ていますが、これはどういうことで。 

 

麻野学校教育課主幹 図書購入費の寄附については、この寄附者について従来

から１万円ずつ定期的に寄附を頂いています。過去には、山陽地区・小

野田地区で交互に配分してほしいという意向があったようなんですけれ

ども、その後に今度はもうお任せするということで、どうするかを教育

委員会の中で考えた結果、小学校から順番に山陽地区・小野田地区交互

に１万円ずつの寄附を配分していこうと従来から決まっています。 

 

笹木慶之委員 教育委員会の意思であれば全然問題ないわけで、それも順番で

ということなら問題ないと思いますから、金額が制限されておるから仕

方ないと思います。もう一点。きらら交流館の件で修繕料が組んであり

ますが、ボイラーの改修ということで、先ほど指定管理者のところで多

少話があったんですが、今現在、お風呂は使っているんですか。支障な

く使っているんですか。 

 

河上社会教育課長 今現在、このボイラーは二つとも動いている状況でありま

すけれども、先ほども申し上げましたが、メンテナンス会社から、いつ

故障するか、稼働しなくなるか分からない状況と言われておりますので、

今回補正をさせていただきたいということです。 

 

笹木慶之委員 心配したのは、事業が円滑に行われていないと困るからと思っ

て、それならまたほかの方法もあるがと思いつつも、そういうことなら

問題ないと思いますけれども、特に冬場を迎えて寒くなりますから、早

く対応してあげんと事業に支障があると思いますから。分かりました。 

 

河野朋子分科会長 ほかにありますか。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あ

り）それでは、審査番号３については終わりたいと思います。これで議
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案第９１号についての審査は全て終わったと思います。９０号に入りま

すが、１０分休憩します。 

 

午後２時４５分 休憩 

 

午後２時５５分 再開 

 

河野朋子分科会長 それでは、休憩前に引き続き一般会計予算決算常任委員会

の総務文教分科会を再開します。議案第９０号平成３０年度山陽小野田

市一般会計補正予算（第５回）について、審査を進めたいと思います。

審査番号４番になりますので、執行部から説明をお願いします。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 それでは、議案第９０号平成３０年度山陽小野田

市一般会計補正予算（第５回）におけます歳入の一般財源について説明

します。補正予算書の７ページ、８ページをお開きください。１８款１

項１目１節の財政調整基金繰入金については、このたびの補正の財源調

整として、２億１，７２７万４，０００円を増額しています。このたび

の補正予算（第５回）におけます補正後の財政調整基金の残高は、３１

億１，８７９万２，０００円となります。以上が、このたびの補正の一

般財源です。御審査のほど、よろしくお願いします。 

 

吉岡教育総務課長 当初、エアコンの導入につきましては、９月議会で維持費

の試算を含む導入調査委託料の補正予算を提出し議決をいただきました

が、併せて「エアコン設置を早急に実現すること」という附帯決議が議

決されました。これを受けて、来年の夏までに間に合わせるという方針

の下、１日でも早く工事に取り掛かれるよう努力し、このたび、小・中

学校及び幼稚園の普通教室等にエアコンを導入する工事請負費等を計上

しています。お配りしています資料を御覧ください。上から、小学校、

中学校、幼稚園をそれぞれ学校別、教室の種類別に対象の教室数を一覧

表にしています。設置予定の教室数は、現段階で来年度使用する予定の
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教室数になります。併せて、補正予算書は９、１０ページを御覧くださ

い。１０款２項３目１５節工事請負費５億４７９万２，０００円は、小

学校の普通教室１２５室、特別支援教室３１室、図書館その他が１４教

室で合計１７０室の工事請負費です。３項３目１５節の２億３，７４９

万２，０００円は、中学校の普通教室５５教室、特別支援教室１３室、

音楽室と図書室に１１室で合計７９室の工事請負費です。４項１目１５

節の１，３５０万円は、埴生幼稚園の保育室３室、事務室１室、給食室

１室の合計５室の工事請負費です。合計で７億５，５７８万４，０００

円となりました。次に、補正予算書の３ページを御覧ください。今年度

中に全ての工事を完了できる見込みがないため、このたびの補正予算全

額を来年度に繰り越す設定をさせていただいています。次に、現在の埴

生小への設置ですが、全員協議会で御説明させていただいたときは、リ

ースで設置をしたいと御説明しましたが、機器の調達の関係でほかの学

校と導入の時期を合わせるため、購入に変更したいと考えております。

購入したエアコンは、埴生小学校の解体に合わせて移設します。移設先

は市内の残りの全小学校の音楽室を予定しています。最後に、早期議決

のお願いです。平成３１年７月に利用を開始するということを目標にや

っています。そのためには、１日でも早く入札を執行し、施工業者と本

契約を締結し、機器を発注することが重要となります。御存じのとおり、

国の臨時交付金により全国の市町村が一斉にエアコンの整備に動き出し

ている状況です。どうぞ御理解いただきますようお願いします。 

 

河野朋子分科会長 説明が終わりましたので質疑を受けます。 

 

笹木慶之委員 まず、歳入ですが、財源とすれば今ここに書いてある形になっ

ているんですが、文科省の補助金との関係はこれからということでしょ

うけれど、その辺はどうなる見込みと計算しておられますか。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 今、議員御指摘のとおり、この空調機器の整備に

ついては、国の平成３０年度補正予算のこの動きをみせた形での事業を



27 

 

進めていくということで話が進んでいます。ただ、この１２月補正を編

成する中におきましては、まだ国から詳細な通知あるいはその記載の取

扱い等がまだ示されていませんでしたので、このたびの補正予算におい

ては、全て単独市費で従来の学校教育施設整備事業債という起債を使っ

ての事業ということで補正を組んでいます。今後国から正式な通知等が

あれば、交付金なりの申請内示等があれば、きちっと次の補正において

財源更正を行った後にお示しをすることにしています。 

 

笹木慶之委員 おおむねの思いがあるわけで、一般的には７５％がうんぬんと

言われていますが、その辺はどう見込んでおられますか。現状で分かる

範囲で結構です。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 財政課のほうから地方債の取扱いということで、

今来ている情報でのお話になります。今後の国の補正予算の中で臨時整

備特例交付金ということで文科省からの交付金が当たり、またその対象

事業費については、地方の負担分について補正予算債ということで充当

率１００％で交付税の算入率が元利償還金の６０％と今示されておりま

す。またその対象費を超える部分についても、資金手当として起債は充

当率１００％と有利な今情報が来ております。 

 

吉岡教育総務課長 今の関連で国の臨時交付金の関係です。１１月の補正予算

で臨時交付金ということで国から補助があるとありましたけれども、文

科省からも１０月、１１月に意向調査がありました。私どももこの意向

調査で現在この補正で挙げているものについては、申請をさせていただ

いておるところです。金額としましては、もしこれが通れば、大体１億

３，０００万円程度の補助金は獲得できるのではないかと考えています。 

 

笹木慶之委員 そうすると全体が見えなくなったんですが、全体金額からまず

１億３，０００万円程度の補助金が出ると。その残った分について起債

で借りるということですね。その借りたやつのおおむね６０％が交付税
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の算定対象としてフィードバックされると理解していいですか。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 今、説明の中で臨時交付金を認められれば、１億

３，０００万円程度が見込まれるという御説明だったと思います。これ

が対象事業費の３分の１という額です。ですから、１億３，０００万円

と仮定すれば、３億９，０００万円のうち１億３，０００万円が交付金

で、残りの２億６，０００万円が補正予算債１００％充当等で、その元

利償還金の６０％が国税に算入されるということです。まずもっては、

一つの枠が３億９，０００万円という枠で、今の補正予算で見ていただ

きますと、１０款２項、３項、４項を合わせますと７億５，５００万円

の工事費になっています。ですから、３億９，０００万円から今度７億

５，０００万円のはみ出る部分については、充当率は１００％交付税算

入はゼロのいわゆる補正予算債という起債が当たることとなります。い

わゆる資金手当が充実された起債が当てられることとなっています。 

 

笹木慶之委員 それでもう一つ、先ほどの６０％のフィードバックのことを言

われたのは、それはどの部分ですか。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 対象事業費３億９，０００万円から交付金の１億

３，０００万円を除いた２億６，０００万円、これについて借り入れる

部分、元利償還金の６０％が交付税に算入されることになっています。 

 

長谷川知司委員 この頂いた表の中で質問させていただきたいんですが、図書

室などでオープンになったところがありますね。そういうところはどの

ように考えていらっしゃいますか。 

 

吉岡教育総務課長 現在、図書室がオープンスペースにあるという学校があり

ます。具体的に申しますと高千帆小、小野田小、本山小、厚陽小・中、

竜王中で、全部で五つのオープンスペースにある図書室があります。本

山小、竜王中に関しましては、ほかの空き教室に図書室を移設するとい
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うことを今検討しております。また残りの高千帆小、小野田小、厚陽小・

中については、この図書スペースをカーテンで覆って、その時期は冷房

機能あるいは暖房機能を効率良く運用すると考えているところです。 

 

長谷川知司委員 そのことについては、実際の現場の学校は了解されているわ

けですか。 

 

吉岡教育総務課長 教室等の移動に関しては当然学校との協議の中で進めてい

ます。カーテンについても、順次説明をしているところです。 

 

宮本政志委員 先ほどの笹木議員の質問に関連するんですけれど、来年の夏ま

でと一応目標として言われたんですけれど、仮に万が一来年の夏が無理

で、もし年をまたいだ場合に、例えば補助金が少し減額されるなり、消

費税も２％上がりますし、そういった考慮をこの時点でしていらっしゃ

るんですか。全く考えずに来年の夏ということで、消費税が仮に延びて

２％上がろうと、補助金が年度をまたいで多少下がろうと、年度またぐ

ことを考慮しなくて大丈夫ですよと前提だけで言っているのかをお聞き

したい。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 先に消費税のお話をしたいと思います。今国のほ

うでは、消費税率８％から１０％、これは平成３１年の１０月に引上げ

を予定されています。その経過措置といいますか、６か月以上前の工事

契約で引渡しが１０月１日を越えて、今であれば８％で契約して半年以

上経過した後に完成したときに１０％であった場合は、その８％のまま

という規定はありますので、消費税については大丈夫だと考えています。

それから、このたびは合わせて繰越明許費という形で議案を設定させて

いただいています。本来、一般的であれば最初から年度を越す見込みが

ある場合は、債務負担行為を設定しての予算措置というのが一般的です

が、国の補正予算を見据えていますので、国の補正予算が平成３０年度

ということで本市においても平成３０年度で事業費の全額を計上して、
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それをそのまま繰り越すことで交付金も平成３１年度になってもらえな

いとか、そういうことがないように、まだ詳しい通知は来ておりません

けれども、そういった対応もできるようにということで、このたびは補

正予算を計上すると同時に全額を繰り越すという議案も上げさせていた

だいているところです。 

 

森山喜久委員 エアコン設置について、私自身は昨年の１２月の一般質問で早

くエアコンを設置しましょうという話をする中で、そのときたしか１０

年リースだったら６億円ちょっとの金額が掛かるだろうと答弁がなされ

た中で、最終的に７億５，０００万円という計上をされてきたんですけ

れど、実際熱源方式とかは今までどういうふうに教育委員会の中で議論

してきて、検証されてきたのかというところがまだ見えませんので、そ

の辺を説明してもらってよろしいでしょうか。 

 

吉岡教育総務課長 熱源方式ということですが、原則来夏に間に合わせるとい

う方針でした。その中で夏までに間に合うのかどうかを最優先で検討し

ていたところです。まず電気については、受注の可能性がある業者に、

来夏までの施工の工事費の算出に必要な見積書の提出を求めた場合には

応じられるかと質問をしています。そのときに可能であるという回答が

５社からありました。また、都市ガスにおいては、現在市が発注してい

る入札です。工事の実際は管工事の分類になりますが、９月以降の市内

の管工事の入札状況においては、埴生地区複合施設整備事業、市民館整

備事業の入札において、辞退者が相次いでいます。そして、請負業者が

決まっていない状況もありました。そのため、都市ガスにおいては、来

夏に間に合わない可能性があると判断をしまして、当初断念しています。

ＬＰガスについても、工事については都市ガスと同じ管工事となります

ので、同じように断念したところです。そのため、現在では全て電気で

施工する方向で進めています。 

 

森山喜久委員 今の電気関係のものは応じられる可能性があるのは５社という
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話だったんですけれど、結局都市ガスとＬＰガスには問合せをしたのか

していないか。したのであれば、何社が応じられるって話になったのか

そこを教えてもらっていいですか。 

 

吉岡教育総務課長 ガスについては、事業者には聴取はしていません。 

 

森山喜久委員 それは、都市ガスもＬＰガスも両方ということですかね。 

 

吉岡教育総務課長 はい、おっしゃるとおりです。 

 

森山喜久委員 先ほどＬＰガスのほうからも午前中請願がありました。実際、

イニシャルコスト、最初の設備費用は高いという話をされながら、その

後のランニングコストをいえばＬＰガスのほうが安いという話がありま

した。実際のところ、エアコンの設置になったときに電気関係の会社に

しても都市ガスとかＬＰガスのほうからも、例えば営業とか提案とかも

一切なかったということなんでしょうか。 

 

尾山教育部長 都市ガスについては、山口合同ガスさんが、建設部に委任をし

ておるわけで、建設部に行かれて都市ガスの採用を検討してもらえない

かという要望はされた事実があります。その中で建設部と合同ガスさん

の話合いの中では、できるできない、間に合う間に合わないってことが

あるので、どういう方法であれば間に合うのかっていうのを御提案いた

だけないでしょうかというのを建設部からお伝えをして、その場で合同

ガスさんは一旦帰られまして、後日２、３週間たってお見えになられた

ときに、夏までの完成はできないというお返事を頂いて、それで両社が

分かれたという状況でして、ＬＰガスさんについては、要望書を今現在

頂いているところです。できるかできないかっていうようなこともあり

ますので、工程表などがあれば教えていただきたいなということで、高

等学校の事例を頂いたというところです。現在、そういう状況です。 
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宮本政志委員 結局、ガスは、合同ガスのプロパンのほうも工法は多分同じだ

ろうから、確認はせずに建設部が来夏までには間に合わないという判断

をされたっていう解釈ですか。 

 

尾山教育部長 先ほど言いましたように、他の工事での管工事の入札状況で今

辞退が相次いでいるということと、合同ガスさんのそういうお返事であ

ったということから現在に至っております。 

 

宮本政志委員 そうするとまず判断を片方だけでするんじゃなくて、つまり合

同ガスのほうだけの流れで判断するんじゃなくて、一応そのＬＰガス協

会のほうにも無理なのかどうかっていうのは、やっぱり確認されるべき

だと思うのと、それから先ほどの電気のほうは可能ですよね、来夏まで

に可能でしょうということですから絶対っていうわけじゃないんだと思

うんですけど、一番優先は何なんですかね。例えば、来年の夏というこ

とがその全てにおける最優先のことなのか、あるいはイニシャルコスト

やランニングコスト、そういったものが一番なのか。つまり、来年の夏

に付けばイニシャルコスト、ランニングコストも関係ないという流れな

んですかね。一番最優先がもう来年の夏、７月ってことなんですか。 

 

尾山教育部長 最優先は来年の夏に間に合わせるということです。当初は、９

月議会で詳細なランニングコストの比較を含めた導入調査をということ

で補正予算を提出して御決議いただいたところですが、その後も考え方

を変更しまして、夏に間に合わせる順位を一番上に上げたものですから、

ランニングコストのことはもう検討は外して今進めているとこです。で

きるところの熱源でやろうとやっているところです。 

 

宮本政志委員 ということは、来年の夏に間に合うということがある程度保証

されれば、一応ＬＰガス協会にも聞いてどうでしょうということで、Ｌ

Ｐガスのほうもプロパンガス協会のほうも間に合うでしょうという回答

がもし出てくれば、検討事項になるっていう解釈でいいんですか。 
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尾山教育部長 そういったところの保証、絶対完成させられるということを私

どもが確認できましたら、検討のそ上には上がると思いますが、これは

今請願でも審査対象事業となっていますので、慎重に配慮しながら判断

しなければいけないと考えています。 

 

宮本政志委員 例えば、基本的には全市と考えていらっしゃるんですか。例え

ば全市全部が電気若しくは全部がガス、あるいは一部電気一部ガスと。

そこまではまだ検討していらっしゃらないんですか。 

 

尾山教育部長 現在申し上げられますのは、設計は今時点では全て電気で進め

ているという状況ですが、現実にはＬＰガス協会様から要望書が提出さ

れているという状況です。 

 

宮本政志委員 そうすると、先ほど部長がおっしゃったようにガス協会のほう

にも話を聞いてみて間に合います、大丈夫でしょうというような話にな

れば、一応比較検討していくと。今度、比較検討していくには、多分両

方間に合いますよって言うんであれば、恐らくイニシャルコスト、ラン

ニングコストとかいろんな違う他の項目で検討していかれるとは思うん

ですけれどね。この電気のほうは可能ですよというのは、また公共工事

で、例えば発注して市と契約をするのに、全国で新聞に出ていましたけ

れど１７万個とかかなりの数が一度に商品発注とか工事発注を掛けてく

るというのも新聞にも出ていますよね。そうすると、そういったことが

原因で遅れる可能性があると思うんです。しかし、今そういったこと以

外であらかたその可能という業者も設備業者も押えていますよ、持って

いますよ、若しくは商品の搬入に関してもある程度ルートがあって確保

できますよ、そういったところの根拠で来夏まで可能ですというふうに

その電気関係のほうはおっしゃったんですよね。ある程度根拠があって

おっしゃったんでしょ。 

 



34 

 

尾山教育部長 工事を発注する上では、工事費の予定価格を積算して、それ以

下で札を入れた会社で、最も安値で、最低ラインを下回ってはいけませ

んが、その業者と契約をするということです。その予定価格を算出する

に当たっては、まずは山口県単価というのが最優先される。県が公表し

ている単価を採用し、次に刊行物、書物に載っている数値があれば、そ

れを採用します。それにもないものは業者に尋ねます、見積書を提出し

てくださいと。私どもは分からないので提出してくださいと頼みますの

で、そういうことを今後しますので御協力いただけますか、いつ頃まで

の設置を目指していますけど、これぐらいの数量で考えています、見積

書提出いただけますかという連絡を取りましたら、山陽小野田市の場合

は、これは１億円を超える工事ですのでジョイントベンチャーでやって

いただくことになるんですが、そのジョイントベンチャーの親会社にな

れるのが特定建設業の許可を受けている業者になります。監理室に登録

されているのが市内に５社あります。その５社がそろって提出をしまし

ょうと意思表示をされているので、できると判断しているところです。 

 

宮本政志委員 今のでよく分かりました。ということで、そのような電気のほ

うでお話をしたような内容で、ＬＰガス協会のほうでも話をしてみて、

間に合いますよというお話が出るんであれば、検討していく姿勢ですと

いうことでよろしいんですよね。 

 

河野朋子分科会長 なかなか難しいんですけれども、午前中に請願の件で参考

人からいろいろ意見を聞いた中で、今回のこの補正予算とかなり関係が

深くなってきたので、なかなか線引きも難しいんですけれど、その辺整

理しながら。 

 

笹木慶之委員 もう１回確認しておきます。今のＪＶの考え方、電気の考え方

は分かりました。都市ガス、ＬＰガスについては、先ほど言われたよう

に管工事が、今事業量がいっぱいあって、なかなか進んでいないし、辞

退もあったという経緯の中からということは分かるんですが、これも当
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然ＪＶと思うんですよね。管工事のほうもね。 

 

尾山教育部長 １億円を超えると、１億１円以上だとＪＶになるということで

すので、電気とガスの工事の規模がどの値になるかで、必ずＪＶという

ことではないです。 

 

笹木慶之委員 それはそれでいいんですが、私は分からんから聞いているだけ

で、なぜ尋ねなかったか、なぜ自主的な判断だったのかなというところ

分からないんですよ。だから、ＪＶになるかならないかは我々は分かり

ませんが、なる可能性があるならば、やはり問いただして了解を求める

べきじゃなかったかなという気がしているんですけれど。それなくして

自主的な市の判断で、過去の経過で判断したというところにちょっとク

エスチョンが付くんですよ。だから、正されていればそうなるの、とな

る。ところが、もう一つは、合同ガスさんが御提案されて、そして担当

部署と協議されて、提案要求もされたが結果的に間に合わないと言われ

たという事実ですよね。これ当然管工事のことが主だと思うんですよ、

一般的なことを考えれば。ただし、それはそこで置かれているというこ

とが、また次の問題との関係が出てくるわけで、いずれにしても私ども

は審議して結論を出さなくてはならないわけですが、したがって一つ一

つ確認していかないと、その方向性が見えないから聞いているわけです

けれど、さっき言ったなぜ自主的な判断をされたのかというところはど

うなんですか。 

 

尾山教育部長 先ほど具体的に事業名を申し上げました埴生地区複合施設整備

事業は、遅らせるわけにはいかない事業ですし、市民館の耐震改修事業

も皆さん早い再開を待っておられる、市民の方々が。これを置いといて

エアコンのほうに業者に優先して受けてくださいというのは私どもも申

し上げられることではないと考えています。埴生地区の事業は教育委員

会の事業でもありますので、これが一番、二番ということではありませ

んので、まずは先にスタートしている複合施設や市民館に、まずは業者
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を決定してほしいわけです。なぜ決定しないかというと、作業員はいる

のかもしれませんが、現場を管理するトップの工事監理技術者がおられ

ないから辞退されているわけなんです。それいう状況の中でガスのほう

に重心おいて、入札をしていくことがどこまで実現性があるのかと。来

年夏という期限がある中で、どこまでそれが達成されるのかということ

を考えますと、直接ガスの施工業者さんに聞いてはおりませんけど、難

しいのかなということで判断したわけです。 

 

髙松秀樹委員 間に合うのか、間に合わないのかという話は、請願を受けたと

きにガス協会は間に合いますとおっしゃって、それをもとに今後、請願

の審査を進めていくんですが、その前に確認しておきたいのが、議決後

にどういったスケジュールで７月の設置に向かうのかを教えてほしいと

思います。 

 

尾山教育部長 補正予算成立後のスケジュールですか。 

 

髙松秀樹委員 この補正予算議決後の７月設置までのスケジュールです。 

 

尾山教育部長 今考えております見込みですけど、議会運営委員会のほうに今

月１１日の一般質問初日に議決していただけないでしょうかとお願いを

させていただいています。現在そうするとは決まっていないと聞いてい

ます。仮にそのようにしていただけるという前提で申し上げましたなら

ば、この後、１１日に成立しましたら、速やかにジョイントベンチャー

の募集をします。それから入札するに当たって業者さんが応札額を決め

る見積りの積算期間を設けなくてはいけません。そうしたある程度長い

期間を経て、入札を１月の下旬ぐらいに行いたいというスケジュール的

な感覚です。その後、保証金なども納めていただいた中で、２月の中下

旬に、３月議会との日程の調整の関係もありますので分かりませんが、

２月の中下旬に本契約を結んで、正式にメーカーさんに業者が発注して

いただくというようなスケジュールを組んでおりまして、その後、数箇
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月掛けて製造されたものが順次、山陽小野田市に運ばれてきて、設置工

事が始まるということで見込んでいます。 

 

髙松秀樹委員 入札が１月下旬に行われ、工期が今の説明からすると２月下旬、

または３月上旬から６月末という考えでいいんですか。今電気を中心に

考えてらっしゃるということですが、電気で７月設置が間に合いますか。 

 

尾山教育部長 電気技師が担当していますが、間に合うと言ってはおります。 

 

髙松秀樹委員 議会運営委員会の中で、工事の場合に学校がありますので、土

日祝日を中心に工事をしていきたいという話だったんですが、そうなる

と非常に工期がタイトになってきて、エアコンの工事は雨が降ったら動

けないというのもあるんですが、そういうのを今見込んでいらっしゃる

のか。僕の考えは学校側もちょっと対応していただけると期間内にでき

るのかなと思うんですが、その辺のお考えは今のところあるんですか。 

 

尾山教育部長 市の電気技師とも相談していますし、学校にも協力のお願いは

教育長よりさせていただいています。土日あるいは放課後の工事がメー

ンとなると思いますし、やり方次第では、夏は今までエアコンがなかっ

たですから、夏休みはもう絶対動かせませんでしたが、今後エアコンが

付くので、エアコンが付いた学校では、夏休みでも都会では補習授業を

行うということもされていますから、１学期の授業日を何日か空けてい

ただいて、夏休みにずらして、その空いたところで集中的に工事をする

ことも可能ではないか、それもあるのではないかと考えています。 

 

髙松秀樹委員 部長の答弁の中でエアコンの付いた学校ではという発言があっ

たんですが、私は７月には全学校、全教室に付くという理解なんですが、

そうではないと思っていいですか。 

 

尾山教育部長 申し訳ありません。ちょっと言葉が多うございました。６月の
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完成で７月。一般論でエアコンの付いた学校では夏休み補習しておられ

るのでという意味で申し上げましたので申し訳ありませんが、全部付け

るということで今計画しております。 

 

長谷川知司委員 ５社に聞かれたということですが、５社というのはどういう

業者ですか。市内業者か、あるいは大手か。 

 

尾山教育部長 市内業者と準市内業者です。 

 

長谷川知司委員 暖房はどのように考えていますか。 

 

尾山教育部長 エアコンですので冷暖房で、冬もエアコンで過ごすということ

です。 

 

長谷川知司委員 その場合のトータルコストですね。電気は間に合うよと、も

しガスのほうで間に合うんであれば、お互いのトータルコストがどうな

のか。要するに耐用年数を含めて、処分費も含めて、何年、例えば１０

年サイクルでどっちがどうなのかという比較をされたほうがいいかなと

思います。それからもう一つはリスク分散です。もし地震なり何かで電

気が使えないとき、ガスであればある程度、一週間なり二週間使えると

いうこともありますので、そういうリスク分散をどう考えてらっしゃる

か。それと同時に、学校で全部エアコンにしたときにピークが上がるわ

けですね。そのピークカットをするためにも、ガスであればある程度電

気の使用量が下がってくるわけですね。そういうことも含めた中でのト

ータルの電気とガスでの比較表というのがやっぱりないと、基本的にガ

スも間に合うという中で、それをされたほうがいいんじゃないかなと思

うんですけれど、どうでしょうか。 

 

尾山教育部長 今実施設計をしていますが、ここでは簡略的な調査をさせてい

ただくということで、１０月１６日に開催していただきました全員協議
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会で私が申し上げています。現在していますが、まだ出始めたばかりで、

ちょっとそれをもってどうこうというのは論じられない状況ですが、い

ずれこの契約の中で提出していただきますので、その中で比較というの

はできますが、早い発注をということで今設計を進めておりますので、

御意見ごもっともと重々分かりますけれども、間に合うか間に合わない

かを一番大切にしていますので、御理解いただけたらと思います。です

から、今ＬＰガス協会さんから御要望を頂いていますので、いろいろこ

れから御協議をさせていただく機会もあると思いますので、そうした中

で、どういうところを熱源はどうするかというのは考えていかなくちゃ

いけないと思っていますし、先ほど言いましたように、請願の審査の状

況等も踏まえながら考えさせていただけたらと思います。 

 

河野朋子分科会長 現時点ではランニングコストとか、そういったことが比較

できるものは準備できてないということですか。 

 

尾山教育部長 そうです。 

 

長谷川知司委員 管工事につきましては、今言うように管工事の中でもガスと

いうのは特殊なので、ある程度、ほとんど外注しますので、工事につい

ては現場監督ということも含めて外注も可能ですので、業者によっては

できるかもしれませんので、再度確認することが必要かなと思います。

設計が全部遅れて間に合わないのであれば仕方ないですけれど、今言わ

れる１月下旬に入札予定であれば、もうちょっと時間があり、できるか

なとは思っているんですが、これは内部で検討されて、もし時間に余裕

があるようであれば、ガスも検討課題に挙がると思います。ただ、暖房

まで使うとなるとちょっとガスは弱いかなという気もしております。そ

ういうことも含めてトータルコストの比較が、やっぱり私たちも知りた

いと思います。 

 

髙松秀樹委員 工期の問題なんですけど、ちょっといたらんお世話なんですけ
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れど、できるとおっしゃるからできるんでしょうけど、３月の頭から６

月末までが工期ということは、４か月じゃないですか。４か月で土日祝

日放課後を中心にしてやるって、４か月って１２０日しかないんですよ。

それで、そのうちの土日祝日放課後で半分６０日工事ができると考えた

ときに、今学校数見ると２０校ありますよね。ということは単純計算す

ると一つの学校を３日で済ませることになりますが、本当に可能ですか。

可能とおっしゃるので可能なんでしょうけど、東京理科大の件もあって

工期が非常にタイトな状況で業者に依頼すると、業者もなかなかつらい

部分があるので、是非教育長もいらっしゃるので、学校側の対応と部長

も言われましたけど、しっかりそこの対応をしていただきながら、平日

でもできるところがあればやっていかないと、最後の最後はいやこれち

ょっと間に合いませんでしたよねというのは、僕たちも面白くないし、

もちろん子供にとってもよろしくないんで、そこは是非内部で協議をし

てもらいたいと思います。 

 

河野朋子分科会長 議論が錯そうしましたので、１０分休憩します。 

 

午後３時３９分 休憩 

 

午後２時４９分 再開 

 

河野朋子分科会長 それでは、休憩前に引き続き、分科会を再開します。先ほ

どの質疑を行いたいと思います。 

 

笹木慶之委員 考え方の問題ですが、先ほど来から教育委員会のほうでるる説

明がありました。もちろん、議会のほうも附帯決議までして、夏に子供

たちのためにと最優先で考えて、必ずやるという決意を求めたわけです

が、教育部長からもその方向性に間違いないと、それを最優先に考えた

結果、今のような形の方向性であるということです。それはそれとして、

間に合うということを前提に考えるならば、早く進んでもらいたいと思
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います。ただ、一つ残る問題は、とは申せいろんな災害の問題があった

ときに、熱源の問題も考慮しなくてはならない問題だろうと。ひいては、

地元業者の育成という立場からも、そういった観点に立った中で、これ

からしっかり参酌する、十分考慮して臨むというところについて、もう

一度いいか悪いか、教育部長の考えをただします。 

 

尾山教育部長 繰り返しとなりますが、これまでの公共工事の入札の執行状況

なり、ガス会社様のお返事なり、そして電気関係の業者様のお返事なり

を総合配慮して、オール電気で設計を進めておりますけれども、ＬＰガ

ス協会様から要望書が私どもに出ておりますし、議会にも請願をされて

おられるという状況の中で、ガスも間に合いますということであれば、

そこら辺は十分に確認させていただきますけれども、そうであるならば

検討させていただきたいということですので、どれだけできるのか分か

りませんけれども、現時点においては重々その辺の御要望踏まえて、今

どうかというのは検討する段階ですから言えませんけれども、そういっ

た姿勢で臨んでまいります。 

 

笹木慶之委員 今の立場として、現況として精一杯の発言であろうと思います。

そのことを私自身は信用して判断したいと思います。 

 

河野朋子分科会長 少し余地があるということを確認されたようですけれども、

ほかに質疑があれば。いいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)そうしまし

たら、この審査番号④の内容については、一応審査が終わったというこ

とで、分科会を閉じたいと思います。お疲れ様でした。 

 

午後３時５２分 散会 

 

平成３０年（２０１８年）１２月５日 

 

一般会計予算決算常任委員会総務文教分科会長 河 野 朋 子   


